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鹿児島県広告事業の実施に関する表示基準  

 

 

第１ 趣旨 

 この基準は、鹿児島県広告事業実施要綱（平成１８年１１月２日付け総務部長通

知）第３条第４項に規定する広告に表示することができない内容等について定める

ものとする。 

 

 

第２ 広告に表示することができない内容 

 次のいずれかに該当する内容の広告は表示することができない。 

 不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）第１２条第２項

に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規

制に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの 

 責任の所在が不明確なもの 

 内容が不明確なもの 

 事実と異なる内容を含むもの 

 虚偽又は誤認される恐れがあるもの 

 比較広告（二重価格表示があるもの、第三者が推奨又は保証する記述があるも

のを含む。） 

 美観風致を害する恐れがあるもの 

 第三者の著作権、財産権、プライバシーなどを侵害する恐れがあるもの 

 次のいずれかに該当するものであって、青少年にとって有害であると認められ

るもの 

ア 性的感情を著しく刺激するもの 

イ 犯罪を著しく誘発するおそれのあるもの 

ウ 粗暴性、残虐性を著しく助長するもの 

 その他、広告として表示することが適当でないと認められるもの 

 

 

第３ 広告欄の明示 

 広告欄には「広告欄」の文言を記述するなどの方法により、当該欄が広告欄で、あ

ることを明確に区別しなければならない。 

 

 

第４ 広告内容等に係る個別の権限 

 この基準に定めるほか、行政目的に支障があるなどの理由により、広告に表示す

ることができない内容等については、広告事業を実施する部局長が別に定めること

ができるものとする。 


